
公 告
令和５年度 菊池川河川事務所管内における災害時等応急対策に関する基本協定

（測量・設計部門）（地質調査部門）（流量検討・河道計画検討等部門）及び（航空写真撮影部門）

の締結

次のとおり公告します。

令和 ５年 ２月 ２日

国土交通省 九州地方整備局

菊池川河川事務所長 小田 禎彦

１．基本協定の概要等

（１） 基本協定の目的

本協定は、菊池川河川事務所が直轄管理を行う河川又はダムにおいて、大規模な災害等が発生若

しくは災害の発生が予測された場合に迅速で的確な災害対応を行うため、あらかじめ特定の企業と

協定締結をすることにより、測量・設計、地質調査、流量検討・河道計画検討等及び航空写真撮影

を迅速に実施することを目的としたものである。

（２）協定対象部門及び協定対象企業数等

本協定の対象部門は、下記のとおり予定している。

また「九州地方整備局防災業務計画」に基づき災害対策本部長又は災害等支援本部長（九州地方整

備局長）等から応援依頼があった場合は、当事務所の直轄管理区間以外（他の直轄事務所、他の地

方整備局、地方自治体等）において発生した災害等の応急対策を要請する場合がある。

【業務分野】

対象部門 協定対象区域 参考（R４年度協定実績企業数）

測量・設計 菊池川河川事務所管内 10社
地質調査 菊池川河川事務所管内 11社
流量検討・ 菊池川河川事務所管内 5社
河道計画検討

航空写真撮影 菊池川河川事務所管内 5社
※当事務所が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第二十七条の

規定に基づき管理区間外の事務を行う場合には、その事務を行う範囲を本協定の対象区域とす

る。 但し、それ以外の区域であっても当事務所が必要と判断した場合は、本協定の対象区域

とする。

（３） 協定期間 令和 ５年 ４月 １日 ～ 令和 ６年 ３月３１日

（４）協定を締結する企業の特定

１）本協定を締結する企業は、本協定の締結を希望する企業より特定する。

本協定の締結を希望する企業は、技術資料を提出するものとする。

２）提出する技術資料は、下記のとおりとする。

①技術者の所在地（流量検討・河道計画検討部門は除く。）

②災害を想定した簡易な業務実施計画



③有資格技術者数等

④対象部門の企業としての業務実績

３）提出された技術資料を基に総合的な評価によって各部門の協定対象企業を特定する。

ただし、「２．参加資格要件」に該当しない者については特定しない。

（５）本協定締結後の業務等の請負契約

１）本協定締結後に災害が発生した場合等にあって、当事務所が業務等の実施が必要と判断した

場合は、当事務所は協定を締結した企業（以下「協定企業」という。）に対して、必要となる業

務等の実施の要請を行うものとし、あわせて両者は業務等の請負契約を速やかに締結するもの

とする。

２）本協定を締結した場合でも災害等の発生がなかった場合は、業務は行わない。

２．参加資格要件

（１）予算決算及び会計令 （昭和２２年勅令第１６５号）（以下「予決令」という。） 第７０条及び

第７１条の規定に該当しない者であること。

（２）「業務分野」については、九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和５・６年度の

土木関係建設コンサルタントの一般競争（指名競争）参加資格の申請中であること。

九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和５・６年度の土木関係建設コンサルタント

の一般競争（指名競争）参加資格の認定を令和５年４月１日時点において受けていること。

なお、認定されていない者は、当該協定を無効とする。

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者

については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格

の再認定を受けていること。

また、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき

再生手続開始の申立てがなされている者（上記の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

（４）技術資料の提出期限の日から協定締結の日までの期間において、九州地方整備局長から建設

コンサルタント業務等に関し指名停止等の措置要領（昭和５９年３月２９日付け建設省厚第９１

号）に基づく指名停止を受けていないこと。

（５）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配又はこれに準ずるものとして国土交通省発注

工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

（６）国、県、市町村が発注する業務であって、平成２４年度以降に完了したもので、かつ、「測

量・設計部門」「地質調査部門」「流量検討・河道計画検討等部門」及び「航空写真撮影部門」に

該当する業務実績があること。

（７）平成３０年度以降公示のうち、九州地方整備局発注業務（港湾空港関係を除く）の平均業務評

点が６０点以上であること。但し、評点通知を受けていなかったため業務成績を評価できない場

合、又は「地方整備局委託業務等成績評定要領」に基づく九州地方整備局発注業務（港湾空港関

係除く）の実績がない場合は、この限りでない。



（８）１）「業務分野：測量・設計部門、地質調査部門、航空写真撮影部門」については、本店

・支店等（一般競争（指名競争）参加資格申請書に記載された本店・支店等の住所で、配置予

定技術者が恒常的に常駐しているところに限る。以下同じ）が熊本県内に所在すること。

また、熊本県内の本店・支店等に常駐し３ヶ月以上雇用関係を有する技術者で、以下の資格

を有する者を配置できること。

「測量・設計部門」：測量士１名以上かつ、博士又は技術士又は RCCM１名以上。

資格区分は下記のとおりとする。

博 士 ：土木工学系に限る

技術士 ：建設部門又は総合技術監理部門［選択科目が建設部門のものに限る］

RCCM ：河川，砂防及び海岸・海洋部門

「地質調査部門」 ：博士又は技術士又は RCCM又は地質調査技士１名以上。

資格区分は下記のとおりとする。

博 士 ：土木工学系に限る

技術士 ：建設部門又は応用理学部門［選択科目が地質に限る］又は

総合技術監理部門［選択科目が建設部門又は応用理学－地質に限る］

RCCM ：河川，砂防及び海岸・海洋部門又は地質部門又は土質及び基礎部門

「航空写真撮影部門」：測量士１名以上

２）「業務分野：流量検討・河道計画検討等部門」については、九州管内に本店・支店等（一般

競争（指名競争）参加資格申請書に記載された本店・支店等の住所による。）を有している

こと。また、以下の資格を有する者を配置できること。

「流量検討・河道計画検討等部門」：博士又は技術士又は RCCM１名以上。

資格区分は下記のとおりとする。

博 士 ：土木工学系に限る

技術士 ：建設部門又は総合技術監理部門［選択科目が建設部門のものに限る］

RCCM ：河川，砂防及び海岸・海洋部門

（９）緊急事態発生時に伴う協力要請があった場合、当事務所へ配置予定技術者が緊急に参集できる

体制を確保できること。

（１０）災害を想定した簡易な業務実施計画が適切であること。

３．基本協定に関する手続等

（１） 担当部局

〒８６１－０５０１

山鹿市山鹿１７８ (電話 ０９６８－４４－２１７１）

国土交通省 九州地方整備局 菊池川河川事務所

担当 ： 調査課長 及び 計画係長

メール：qsr-kikuc_chousa02@mlit.go.jp



（２） 技術資料等の交付期間、場所及び方法

① 交付期間： 令和５年２月２日（木）から令和５年２月２２日（水）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。

② 交付場所：山鹿市山鹿１７８

国土交通省 九州地方整備局 菊池川河川事務所 ２階 調査課

③ 交付方法： 手渡しにより、電子媒体（CD）で交付する。

（３） 技術資料の提出期間、場所及び方法

① 提出期間： 令和５年２月２日（木）から令和５年２月２２日（水）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで

② 提出場所： 〒８６１－０５０１

山鹿市山鹿１７８（電話：０９６８－４４－２１７１）

国土交通省 九州地方整備局 菊池川河川事務所

担当：調査課長 及び 計画係長

メール：qsr-kikuc_chousa02@mlit.go.jp

③ 提出方法： メール又は郵送等により提出する。

郵送は書留郵便に限る。宅送は書留郵便と同等のものに限る。

提出期間内に必着。

４．その他

技術資料の作成要領、基本協定締結業者の評価及び決定方法等については、「技術資料等説明書」

による。



令和５年度 菊池川河川事務所管内における災害時等応急対策に関する基本協定
（測量・設計部門）（地質調査部門）（流量検討・河道計画検討等部門）及び（航空写真撮影部門） 対象区域

②繁根木川
(左右岸)0～3.0k

③木葉川
(左右岸)0～1.8k

④岩野川
(左右岸)0～4.9k

⑥上内田川
(左右岸)0～2.2k

⑦迫間川
(左右岸)0～9.3k

⑤合志川
(左右岸)0～10.4k

①菊池川
(左右岸)0～49.8k

玉名市

山鹿市

菊池市

⑧竜門ダム湖周辺
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